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○大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付要綱 

平成２８年１１月１日 

告示第３９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、京都府家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助

金交付事業と連携し、環境にやさしい取り組みを推進し、地球温暖化防止をはじめ環境

負荷の少ない社会の構築を実現するため、町内に家庭向け自立型再生可能エネルギー設

備等を初めて設置した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、大山崎町補助金等の交付に関する規則（昭和４６年規則第１６号。

以下「規則」という。）によるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は次に定める

事業とする。 

（１） 自家消費型（FIT売電可）住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 

（２） 自家消費型（FIT売電不可）住宅用太陽光・蓄電設備設置事業 

（３） 高効率給湯機器設備設置事業 

（４） コージェネレーションシステム設備設置事業 

２ 前項に定める補助対策事業の要件及び補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象

経費」という。）及び補助額は別表１のとおりとする。 

（補助金の対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たした

ものとする。 

（１） 自ら居住する住宅に住所を有し、本町の住民基本台帳に記録されていること。 

（２） 本町が賦課する町税及び料金等に滞納していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず大山崎町暴力団排除条例（平成２４年大山崎町条例第１９号）

第２条第３号又は第４号に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。 

（交付の申請） 
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第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は補助対象事業を

完了したときは、大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助

金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に別表２に掲げる書類を添付し、町長に次の

申請期間に提出するものとする。 

（１） 自家消費型（FIT売電可）住宅用太陽光・蓄電設備設置事業については、電気

事業者との電力受給契約開始日より１２箇月以内の指定された期間内とする。 

（２） 自家消費型（FIT売電不可）住宅用太陽光・蓄電設備設置事業については、事

業の契約した日の属した年度で町長が定めた期間内とする。 

（３） 高効率給湯機器設備設置事業については、自家消費型住宅用太陽光・蓄電設備

設置事業と同時とし、事業の契約した日の属する年度で町長が定めた期間内とする。 

（４） コージェネレーションシステム設備設置事業については、事業の契約した日の

属する年度で町長が定めた期間内とする。 

２ 補助対象事業を２ヵ年度にわたって実施する場合は、当該事業を実施する前に事業開

始承認申請書（様式第２号）を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。 

（交付の決定） 

第５条 町長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、大

山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付決定通知書

（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の審査において、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、

その理由を付して大山崎町家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業費補

助金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

３ 第１項の交付決定通知書は、規則第１３条の確定通知を兼ねるものとする。 

４ 前条第２項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、大山崎町家庭向

け自立型再生可能エネルギー設備設置助成事業開始承認書（様式第５号）のより申請者

に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第６条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、大山崎町家庭向け自立型再
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生可能エネルギー設備設置助成事業費補助金交付請求書（様式第６号）を町長に提出し

なければならない。 

２ 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するもの

とする。 

（交付の取り消し） 

第７条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の全

部又は一部を取り消すものとする 

（１） 補助金を偽りその他不正の手段により受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金交付の条件に違反したとき。 

２ 町長は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消したときは、補助金交付決定取

消通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第８条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関

し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。 

（処分の制限） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた設備等を別に定める期間、

処分することなく、適切に管理しなければならない。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２８年１２月１日から施行し、平成２８年４月１日以後に着工し、設

置された太陽光発電及び蓄電設備から適用する。 

（廃止） 

大山崎町住宅用太陽光発電システム設置補助金要綱（平成２４年告示第２６―２号）は、

廃止する。 
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附 則（平成２９年告示第３７号） 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年６月２８日から施行する。 

附 則（平成３１年告示第１４号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（令和３年告示第１１号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

附 則（令和４年告示第３２号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 

附 則（令和６年告示第５４号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和６年８月２１日から適用する。 

附 則（令和７年告示第５５号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和７年５月１日から適用する。 

附 則（令和８年告示第２６号） 

この要綱は、告示の日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。 

 

別表１（第２条関係） 

事業名 補助対象事業（要件） 補助対象経費 補助額 

自家消費型

（FIT売電

可）住宅用太

陽光、蓄電設

備設置事業 

町民が町内に設置する住宅用

太陽光・蓄電設備の設置に要

する費用について補助金を交

付する事業で、次の要件に該

当するもの 

（１） 補助対象経費が住

宅用の太陽光発電設備

（発電出力が２kW以上

のものに限る。）及び住

補助対象事業に

要する経費 

以下の（１）と（２）を加え

た額以内の額 

（１） 補助対象事業につい

て、設置された住宅用の太

陽光発電設備の太陽電池モ

ジュールの公称最大出力に

１kW当たり１０千円を乗

じて得た額（４０千円を超

えるときは、４０千円）に
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宅用の蓄電設備を同時

に設置する経費である

こと。 

（２） 住宅用太陽光・蓄

電設備の１設備ごとの

補助金の算定について、

次の要件を満たすこと。

ア 住宅用の太陽光発

電設備の補助額につ

いて、太陽電池モジュ

ールの公称最大出力

値に１kW当たり１０

千円以上の金額を乗

じて得た額にしてい

ること。 

イ 住宅用の蓄電設備

の補助額について、蓄

電容量に１kWh当た

り１５千円以上の金

額を乗じて得た額と

していること。 

ウ アにおいて太陽電

池モジュールの公称

最大出力値に乗じる

金額は１kW当たり１

０千円を超える金額

としていること又は

一律５千円を加算した額

（１千円未満切捨て） 

（２） 補助対象事業につい

て、市町村が補助金を交付

した事業において設置され

た住宅用の蓄電設備の蓄電

容量に１kWh当たり１０

千円を乗じて得た額（５０

千円を超えるときは、５０

千円）（１千円未満切捨て）
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イにおいて蓄電容量

に乗じる金額は１

kWh当たり１５千円

を超える金額にして

いること。 

エ ア、イ及びウにより

算定した補助額が、住

宅用太陽光・蓄電設備

の１設備ごとの設置

に要する費用の２分

の１を超えるときは、

その設置に要する費

用の２分の１以内の

額とすること。 

（３） 設置される設備が、

各種法令等に準拠した

設備であること。 

（４） 設置される設備が、

商用化され、導入実績が

あるものであること。 

（５） 設置される設備が、

中古設備でないこと。 

（６） 設置される設備が、

PPA又はリースにより

導入される設備でない

こと。 

自家消費型 町民が町内に設置する住宅用国実施要項別表 以下の（１）と（２）を加え
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（FIT売電

不可）住宅用

太陽光・蓄電

設備設置事

業 

太陽光・蓄電設備の設置に要

する費用について補助金を交

付する事業で、次の要件に該

当するもの 

（１） 補助対象経費が住

宅用の太陽光発電設備

（発電出力が２kW以上

のものに限る。）及び住

宅用の蓄電設備を同時

に設置する経費である

こと。 

（２） 住宅用太陽光・蓄

電設備の１設備ごとの

補助金の算定について、

次の要件を満たすこと。

ア 住宅用の太陽光発

電設備の補助額につ

いて、太陽電池モジュ

ールの公称最大出力

値に１kW当たり２０

千円以上の金額を乗

じて得た額にしてい

ること。 

イ 住宅用の蓄電設備

の補助額について、蓄

電容量に１kWh当た

り３０千円以上の金

第１（交付対象事

業費：設備整備事

業）に定められた

事業費 

た額以内の額 

（１） 設置された住宅用の

太陽光発電設備の太陽電池

モジュールの公称最大出力

に１kW当たり４０千円を

乗じて得た額（８０千円を

超えるときは、１６０千円）

に一律５千円を加算した額

（１千円未満の端数は切り

捨て） 

（２） 設置された住宅用の

蓄電設備の蓄電容量に１

kWh当たり４０千円を乗

じて得た額（２４０千円を

超えるときは、２４０千円）

（１千円未満の端数は切り

捨て） 
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額を乗じて得た額と

していること。 

ウ アにおいて太陽電

池モジュールの公称

最大出力値に乗じる

金額は１kW当たり２

０千円を超える金額

としていること又は

イにおいて蓄電容量

に乗じる金額は１

kWh当たり３０千円

を超える金額にして

いること。 

エ ア、イ及びウにより

算定した補助額が、住

宅用の太陽光発電設

備及び住宅用の蓄電

設備の１設備ごとの

設置に要する費用の

２分の１を超えると

きは、その設置に要す

る費用の２分の１以

内の額とすること。 

（３） 設置される設備が、

各種法令等に準拠した

設備であること。 

（４） 設置される設備が、
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商用化され、導入実績が

あるものであること。 

（５） 設置される設備が、

中古設備でないこと。 

（６） 設置される設備が、

PPA又はリースにより

導入される設備でない

こと。 

（７） 法定耐用年数を経

過するまでの間、交付対

象事業により取得した

温室効果ガス排出削減

効果についてJ－クレジ

ット制度への登録を行

わないこと。 

（８） 設置される住宅用

の太陽光発電設備につ

いて、地域脱炭素移行・

再エネ推進交付金実施

要領（令和７年３月１０

日環地域時事発第２５

０３１０２号改正。以下

「国実施要領」という。）

別紙２地域脱炭素移

行・再エネ推進交付金交

付対象事業となる事業

（重点対策加速化事業）
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２．交付対象事業の内容

ア屋根置きなど自家消

費型の太陽光発電（ア）

太陽光発電設備（自家消

費型）に定められている

交付要件を満たすこと。

（９） 設置される住宅用

の蓄電設備について、国

実施要領別紙２地域脱

炭素移行・再エネ推進交

付金交付対象事業とな

る事業（重点対策加速化

事業）２．交付対象事業

の内容ア屋根置きなど

自家消費型の太陽光発

電（イ）蓄電池に定めら

れている交付要件を満

たすこと。 

（１０） 設置される設備

に関して、国が交付する

他の補助金の交付を受

けていないこと。 

高効率給湯

機器 

町民が町内に設置する高効率

給湯機器の設置に要する費用

について補助金を交付する事

業で、次の要件に該当するも

の 

国実施要項別表

第１（交付対象事

業費：設備整備事

業）に定められた

事業費 

以下の額 

（１） 高効率給湯機器の

設置に要した費用から

算出した補助額（３０万

円を超えるときは、３０



11/24 

（１） 補助対象経費が、

別表１又は別表２に定

める補助事業と同時に

住宅用の高効率給湯機

器を設置する経費であ

ること。 

（２） 高効率給湯機器又

はコージェネレーショ

ンシステムの１設備ご

との補助金の算定につ

いて、設置に要する費用

の２分の１以内の額と

していること。 

（３） 設置される設備が、

各種法令等に準拠した

設備であること。 

（４） 設置される設備が、

商用化され、導入実績が

あるものであること。 

（５） 設置される設備が、

中古設備でないこと。 

（６） 設置される設備が、

リース設備でないこと。

（７） 設置される高効率

給湯機器について、従来

の給湯機器等に対して

３０％以上省CO２効果

万円） 
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が得られるもの。 

（８） 設置される設備に

関して、国が交付する他

の補助金の交付を受け

ていないこと。 

コージェネ

レーション

システム設

備設置事業 

町民が町内に設置するコージ

ェネレーションシステムの設

置に要する費用について補助

金を交付する事業で、次の要

件に該当するもの 

（１） 補助対象経費が、

に住宅用コージェネレ

ーションシステムを設

置する経費であること。

（２） 補助対象経費が、

別表１又は別表２に定

める補助事業と同時に

住宅用コージェネレー

ションシステムを設置

する経費であること。 

（３） コージェネレーシ

ョンシステムの１設備

ごとの補助金の算定に

ついて、設置に要する費

用の２分の１以内の額

としていること。 

（４） 設置される設備が、

国実施要項別表

第１（交付対象事

業費：設備整備事

業）に定められた

事業費 

以下の（１）又は（２）の額 

（１） コージェネレーシ

ョンシステムの設置に

ついては５万円 

（２） コージェネレーシ

ョンシステムの設置に

要した費用から算出し

た補助額（８０万円を超

えるときは、８０万円）

に５万円を加算する  
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各種法令等に準拠した

設備であること。 

（５） 設置される設備が、

商用化され、導入実績が

あるものであること。 

（６） 設置される設備が、

中古設備でないこと。 

（７） 設置される設備が、

リース設備でないこと。

（８） 設置される高効率

給湯機器について、従来

の給湯機器等に対して

３０％以上省CO２効果

が得られるもの。 

（９） 設置されるコージ

ェネレーションシステ

ムについて、都市ガス、

天然ガス、LPG、バイオ

ガス等を燃料とし、エン

ジン、タービン等により

発電するとともに、熱交

換を行う機能を有する

熱電併給型動力発生装

置又は燃料電池である

こと。 

（１０） 設置される設備

に関して、国が交付する
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他の補助金の交付を受

けていないこと。 

別表２（第４条関係） 

補助対象事業 添付書類 

自家消費型住宅用

太陽光・蓄電設備

設置事業 

（１） 太陽光発電・蓄電設備が確認できる写真及び配置図 

（２） 蓄電設備の形式、規格、蓄電容量など仕様がわかる書類の写し

（３） 回路図（常時住宅用太陽光発電システムと接続し、同システム

が発電する電力を充放電できることがわかる書類）の写し 

（４） 太陽光発電・蓄電設備設置の契約書の写し 

（５） 太陽光発電・蓄電設備設置の設置費用が詳細に確認できる領収

書の写し 

（６） 電気事業者との電力受給契約書の写し（FIT売電可の場合） 

（７） 電力消費計画書（FIT売電不可の場合） 

（８） 町税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書 

（９） その他町長が必要と認める書類 

高効率給湯機器・

コージェネレーシ

ョンシステム設備

設置事業 

（１） 設備のカタログ・仕様書 

（２） 設備が確認できる写真及び配置図 

（３） 性能比較計算表（高効率給湯機器のみ） 

（４） その他町長が必要と認める書類 
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補助申請額 
 

    金        円 

予定事業期間    年  月  日 ～    年  月  日 

工事の発注先 

名称  

住所  

電話  

添付書類 

□ 太陽光発電・蓄電設備が確認できる写真及び配置図 

□ 蓄電設備の形式、規格、蓄電容量など仕様がわかる書類の写し 

□ 回路図（常時住宅用太陽光発電システムと接続し、同システムが発

電する電力を充放電できることがわかる書類）の写し 

□ 太陽光発電・蓄電設備設置の契約書の写し 

□ 太陽光発電・蓄電設備設置の設置費用が詳細に確認できる領収書の

写し 

□ 電気事業者との電力受給契約書の写し（FIT） 

□ 電力消費計画書（非FIT） 

□ 発電施設の系統連系承諾書（非FIT） 

□ 余剰電力売電先（買取開始の確定日がわかるもの）（非FIT） 

□ 家庭用蓄電池（4,800Ａｈ・セル相当のｋWh未満）について 

  12.5万円／ｋ（工事費込み・税抜き）以下の蓄電システム   

  の導入に努めたことがわかるもの 

□ 高効率給湯機器設備が確認できる写真及び配置図 

□ 高効率給湯機器設備の仕様がわかる書類・カタログ等 

□ 性能比較計算表 ※高効率給湯機器 

  （従来の給湯機器等に対して二酸化炭素の排出量を３０％ 

以上削減することができることを示す書類）  

□ コージェネレーションシステム設備が確認できる写真及び配置図 

□ コージェネレーションシステム設備がわかる書類・カタログ等 

□ 町税等の納付状況及び住民基本台帳の確認同意書 

□ その他町長が必要と認める書類 
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様式第１号（第４条関係） 

参考様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

 


